
「福島冬季転倒災害防止運動」準備期間実施中！
通路や床面の段差・凸凹等の危険は直ちに除去！
走る、スマホ操作「ながら歩き」等の禁止を徹底！
防滑靴、プロテクター等安全装備の着用を推進！

いわき労働基準監督署

署長室よりいわきAliosを望む（R03.10撮影）

◎ 資料等、自由にご利用ください
◎ 記事の要望や感想をお待ちしています！
（いわき労働基準協会までお寄せください）

福島県最低賃金 時間額 ８２８円

第80回全国産業安全衛生大会
「オンデマンド配信」中です！

現在、講演とパネルディスカッションが配信中です（11/1～11/30）。
研究発表の配信期間は11/28～11/30です。
配信中の講演（特別報告）で興味深かったものをご紹介します。

☆☆☆知って楽しい安全衛生豆知識～朝礼、スピーチに使える！かも？～☆☆☆
講師 斉藤 信吾氏 中央労働災害防止協会安全衛生マネジメントシステム審査センター所長

（感想）日本の安全衛生活動の歴史、サザエさんやオードリー・ヘプバーンと安全衛生など、豆知識とは
いえ、なかなか興味深いお話でした。私も、自分の知識をさらに一段深めることができました。
「朝礼やスピーチに使える、かも？」と謙遜されていますが、大いに活用できると思います。

☆参加受付はこれからでも可能！⇒ 参加方法は大会公式ウェブサイトへ

労働災害多発注意報発令中
現場指導・パトロール実施中

STOP！転倒災害

職場の感染防止

墜落・転落災害防止

熱中症予防

自動車運送事業者に対する説明会を開催しました
11月15日（月）に、新舞子ハイツにおいて、自動車運送

事業所の労務担当者等に出席いただき、労働基準法の説明や
福島運輸支局からの説明等が行われました。
署長からは次の通り、労働災害防止について説明しました。

〇 いわき市における労働災害（死傷災害）のおよそ10件に１件が
「道路貨物運送業」の事業所において発生している。

〇 死傷災害のうち、半数近くが「荷台等からの墜落による災害」。
〇 被災者の大半を占めるのが「経験年数10年以上」「50歳代・60歳代」。これらベテラン
の方々が負傷により長期間休業することになるケースが多数発生している。被災者本人はも
ちろん、会社にとっても大きなダメージとなる。

〇 荷台等からの墜落を防ぐには、車両への墜落防止装備の設置など会社側の安全対策ととも
に、一人一人が安全装備や保護具を確実に使用するよう「安全のためのルールを守る」こと
を徹底する必要がある。ルールを守らせるためには、まず企業がルールを守るべき。

〇 現在「福島冬季転倒災害防止運動」実施中。まずは自社構内の通路や作業床の安全点検を
行い、労働安全衛生法のルールに従い、災害防止対策の徹底をお願いしたい。

転ばない
でね！

https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/newpage_00929.html
http://www.saiteichingin.info/
https://www.nep-sec.jp/taikai2021
https://www.nep-sec.jp/taikai2021

